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姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び調整に関する条例・施行規則対照表 

（平成２７年１０月１日施行） 

条例（平成２７年姫路市条例第１号） 施行規則（平成２７年姫路市規則第１７号） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物処理施設等の設置等に

係る事業計画の事前公開、これに対する関係住民

等の生活環境保全上の意見を求めるための手続、

紛争の解決のための意見の調整その他必要な事

項を定めることにより、廃棄物処理施設等の設置

等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び調

整を図り、もって廃棄物処理施設等の設置等に係

る合意の形成及び生活環境の保全に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）をいう。 

 ⑵ 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令（昭和４６年政令第３００号）をいう。 

 ⑶ 自動車リサイクル法 使用済自動車の再資

源化等に関する法律（平成１４年法律第８７

号）をいう。 

 ⑷ 廃棄物 法第２条第１項に規定する廃棄物

をいう。 

 ⑸ 廃棄物処理施設等 法第８条第１項に規定

する一般廃棄物処理施設、法第１５条第１項に

規定する産業廃棄物処理施設、自動車リサイク

ル法第２条第１３項に規定する解体業又は同

条第１４項に規定する破砕業の用に供する施

設その他廃棄物の処分又は積替えのための保

管を行う施設をいう。 

 ⑹ 廃棄物処理施設等の設置等 廃棄物処理施

設等の設置又は廃棄物処理施設等の位置、構

造、規模若しくは処理する廃棄物の種類に係る

変更であって、当該設置又は変更に関し第５条

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、姫路市廃棄物処理施設等の設

置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び

調整に関する条例（平成２７年姫路市条例第１

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用す

る用語の例による。 
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各号に掲げる手続のうちいずれかの手続を要

する行為をいう。 

 ⑺ 事業計画者 廃棄物処理施設等の設置等を

行おうとする者をいう。 

 ⑻ 関係地域 廃棄物処理施設等の設置等に伴

い生活環境の保全上の支障が生じるおそれが

ある地域として規則で定める地域をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑼ 関係住民 次に掲げる者をいう。 

  ア 関係地域内に居住する者 

  イ 町又は字の区域その他一定の区域に住所

を有する者の地縁に基づいて形成された団

体であって関係地域内に居住する者が属す

る団体 

  ウ 関係地域内で事業を営む者 

  エ 廃棄物処理施設等からの排水（雨水及び水

質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）

第２条第９項に規定する生活排水を除く。）

が流入する関係地域内の公共用水域（同条第

１項に規定する公共用水域をいう。以下同

じ。）及び当該公共用水域に接続する公共用

 

 

 

 

（関係地域） 

第３条 条例第２条第８号の規則で定める地域は、

次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に

定める地域に、条例第１０条第２項の規定により

提出された生活環境影響調査結果書の結果に基

づき、生活環境の保全上の支障が生じるおそれが

ある地域を加えた地域とする。 

 ⑴ 政令第５条第１項に規定するごみ処理施設

（焼却施設に限る。）及び第２項に規定する一

般廃棄物の最終処分場並びに政令第７条第３

号、第５号、第８号及び第１１号の２から第１

４号までに掲げる産業廃棄物処理施設 敷地

境界線から５００メートル以内の地域 

 ⑵ 廃棄物の処分に供する施設（前号に掲げるも

のを除く。）及び自動車リサイクル法第２条第

１４項に規定する破砕業の用に供する施設 

敷地境界線から２００メートル以内の地域 

 ⑶ 廃棄物の積替えのための保管施設及び自動

車リサイクル法第２条第１３項に規定する解

体業の用に供する施設 敷地境界線から５０

メートル以内の地域 
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水域において、水利権を有する者 

  オ その他廃棄物処理施設等の設置等に伴い

生活環境の保全上の支障が生じるおそれが

ある者として規則で定めるもの 

 ⑽ 紛争 廃棄物処理施設等の設置等に伴い生

じるおそれのある生活環境の保全上の支障に

関する事業計画者と関係住民との間の争いを

いう。 

 ⑾ 合意の形成 紛争を予防するための事業計

画者と関係住民との相互理解をいう。 

 ⑿ 意見の調整 合意の形成を図るため又は紛

争の解決を図るために事業計画者及び関係住

民が意見を交換するための会議の開催等を行

うことをいう。 

 

（市の責務） 

第３条 市は、生活環境の保全に配慮した廃棄物処

理施設等の設置等が行われるよう事業計画者に

対し必要な指導を行うとともに、合意の形成が図

られるよう努めるものとする。 

２ 市は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生

じたときは、迅速かつ適正にその調整を図るもの

とする。 

 

（事業計画者及び関係住民の責務） 

第４条 事業計画者は、廃棄物処理施設等の設置等

に当たっては、関係地域の生活環境に及ぼす影響

に十分配慮するとともに、関係住民に対し、事業

計画について正確かつ誠実に情報を提供するよ

う努めなければならない。 

２ 事業計画者は、この条例に規定する手続の過程

において、関係地域の生活環境の保全のために適

正な配慮を行うことを約したときは、誠実にこれ

を行わなければならない。 

３ 事業計画者及び関係住民は、信義に従い、誠実

に、合意の形成に努めるとともに、合意の形成を

図ろうとする市に協力するよう努めなければな

らない。 
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４ 事業計画者及び関係住民は、紛争が生じたとき

は、自主的に解決するよう努めるとともに、市が

行う意見の調整等の施策に協力するよう努めな

ければならない。 

 

（手続が求められる申請等） 

第５条 事業計画者は、廃棄物処理施設等の設置等

に係る次に掲げる申請又は届出を行おうとする

ときは、あらかじめ当該施設に係る第２章から第

５章までに規定する手続を実施し、第２５条の規

定による通知（当該申請又は届出をする日の１年

前の日以後に受けた通知に限る。）を受けておか

なければならない。 

⑴ 法第７条第１項及び第６項、第７条の２第１

項、第８条第１項、第９条第１項、第１４条第

１項及び第６項、第１４条の２第１項、第１４

条の４第１項及び第６項、第１４条の５第１

項、第１５条第１項並びに第１５条の２の６第

１項に規定する許可の申請 

⑵ 法第７条の２第３項（法第１４条の２第３項

及び第１４条の５第３項において準用する場

合を含む。）に規定する届出 

⑶ 自動車リサイクル法第６０条第 1項、第６７

条第1項及び第７０条第1項に規定する許可の

申請 

⑷ 自動車リサイクル法第６３条第 1 項及び第

７１条第 1項に規定する届出 

 

（許可の取扱い） 

第６条 市長は、事業計画者が正当な理由なく、前

条の規定に違反して同条第１号又は第３号に規

定する許可の申請を行ったときは、当該申請に対

する審査を行うに当たっては、当該事業計画者

を、その業務に関し不正又は不誠実な行為をする

おそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者に該当するものとして、法第７条第５項若し

くは第１０項（法第７条の２第２項において準用

する場合を含む。）、法第８条の２第１項（法第９
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条第２項において準用する場合を含む。）、法第１

４条第５項若しくは第１０項（法第１４条の２第

２項において準用する場合を含む。）、法第１４条

の４第５項若しくは第１０項（法第１４条の５第

２項において準用する場合を含む。）、法第１５条

の２第１項（法第１５条の２の６第２項において

準用する場合を含む。）、自動車リサイクル法第６

２条第１項又は同法第６９条第１項（同法第７０

条第２項において準用する場合を含む。）の規定

を適用するものとする。 

 

第２章 事前相談票及び事業計画書 

（事前相談票） 

第７条 事業計画者は、規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した事前相談票を市長

に提出しなければならない。 

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

⑵ 廃棄物処理施設等の設置等の場所 

⑶ 廃棄物処理施設等の種類 

⑷ 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物

の種類 

⑸ 廃棄物処理施設等の処理能力（廃棄物の最終

処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処

分の用に供する場所の面積及び埋立容量） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事

項 

２ 市長は、事前相談票を正確なものとするために

必要があると認めるときは、事前相談票の修正を

指示することができる。 

３ 市長は、前項の規定による修正の指示をしない

とき、又は前項の規定による修正の指示に対し事

業計画者が必要な修正を行ったと認めるときは、

事業計画者にその旨を通知するものとする。 

 

（事前相談の変更） 

第８条 事業計画者は、事前相談票に記載された事

項を変更しようとするときは、規則で定めるとこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事前相談票の提出） 

第４条 条例第７条第１項の規定による事前相談

票の提出は、様式第１号に次に掲げる書類及び図

面を添付して行うものとする。 

⑴ 廃棄物処理施設等の設置場所の土地（以下

「計画地」という。）の位置図 

⑵ 廃棄物処理施設等（最終処分場を除く。）に

おける廃棄物の処理工程 

⑶ 廃棄物処理施設等の処理能力の算出根拠を

明らかにする書類 

⑷ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認

める書類及び図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事前相談の変更の届出） 

第５条 条例第８条第１項の規定による届出は、様

式第２号により行うものとする。 
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ろにより、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定に

よる届出があった場合において準用する。この場

合において、前条第２項中「事前相談票」とある

のは「変更後の事前相談票」と読み替えるものと

する。 

 

（事前相談の廃止） 

第９条 事業計画者は、事前相談を廃止しようとす

るときは、規則で定めるところにより、その旨を

市長に届け出なければならない。 

 

（事業計画書） 

第１０条 事業計画者は、第７条第３項（第８条第

２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知を受けたときは、規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した事業計画書を市長

に提出しなければならない。 

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、その名称、

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

⑵ 廃棄物処理施設等の設置等の目的又は設置

を必要とする理由 

⑶ 廃棄物処理施設等の設置等の場所 

⑷ 廃棄物処理施設等の種類 

⑸ 廃棄物処理施設等において処理する廃棄物

の種類 

⑹ 廃棄物処理施設等の処理能力（廃棄物の最終

処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処

分の用に供する場所の面積及び埋立容量） 

⑺ 廃棄物処理施設等の構造、設備及び維持管理

の計画 

⑻ 廃棄物処理施設等の災害防止のための計画 

⑼ 前各号に定めるもののほか、規則で定める事

項 

 

２ 事業計画者は、規則で定めるところにより、当

該廃棄物処理施設等を設置することが関係地域

 

 

 

 

 

 

 

 

（事前相談の廃止の届出） 

第６条 条例第９条の規定による届出は、様式第３

号により行うものとする。 

 

 

（事業計画書の提出） 

第７条 条例第１０条第１項の規定による事業計

画書の提出は、様式第４号に次に掲げる書類及び

図面を添付して行うものとする。 

⑴ 計画地の位置図 

⑵ 計画地に係る不動産登記法（平成１６年法律

第１２３号）第１４条第２項又は第５項の規定

により法務局に備え付けられた地図又は地図

に準ずる図面の写し 

⑶ 計画地付近の現況写真 

⑷ 廃棄物処理施設等（最終処分場を除く。）に

おける廃棄物の処理工程 

⑸ 廃棄物処理施設等の処理能力の算出根拠を

明らかにする書面 

⑹ 廃棄物処理施設等の構造を明らかにする図

面及び設計計算書並びに配置図 

⑺ 廃棄物処理施設等（最終処分場に限る。）の

周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかに

する書面 

⑻ 計画地及び廃棄物処理施設等の設置等に供

する建物に係る登記事項証明書 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類及び図面 

２ 条例第１０条第１項第９号の規則で定める事

項は、次に掲げるとおりとする。 
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の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果

を記載した書類（以下「生活環境影響調査結果書」

という。）を作成し、事業計画書に添付しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 事業計画を実施するにつき必要な他の法令

の許可等の種類 

⑵ 廃棄物処理施設等（廃棄物の処分又は積替え

のための保管を行う施設（最終処分場を除く。）

に限る。）によって処理を行った後における廃

棄物の処分に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項 

（生活環境影響調査結果書） 

第８条 条例第１０条第２項の書類には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。 

⑴ 廃棄物処理施設等の設置等をしようとする

廃棄物処理施設等の種類及び規模並びに処理

する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施

設等の設置等をすることに伴い生じる大気質、

騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項

のうち、関係地域の生活環境に影響を及ぼすお

それがあるものとして調査を行ったもの(以下

「廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」とい

う。) 

⑵ 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現

況及びその把握の方法 

⑶ 当該廃棄物処理施設等の設置等をすること

が関係地域の生活環境に及ぼす影響の程度を

予測するために把握した水象、気象その他自然

的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の

現況並びにその把握の方法 

⑷ 当該廃棄物処理施設等の設置等をすること

により予測される廃棄物処理施設生活環境影

響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の

及ぶ範囲並びにその予測の方法 

⑸ 当該廃棄物処理施設等の設置等をすること

が関係地域の生活環境に及ぼす影響の程度を

分析した結果 

⑹ 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水

のうち、これらに係る事項を廃棄物処理施設生

活環境影響調査項目に含めなかったもの及び

その理由 
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３ 市長は、事業計画書（生活環境影響調査結果書

を含む。以下同じ。）を正確なものとするため必

要があると認めるときは、事業計画書の修正を指

示することができる。 

４ 市長は、前項の規定による修正の指示をしない

とき、又は前項の規定による修正の指示に対し事

業計画者が必要な修正を行ったと認めるときは、

事業計画者にその旨を通知するものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第１１条 事業計画者は、事業計画書に記載された

事項を変更しようとするときは、規則で定めると

ころにより、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定に

よる届出があった場合において準用する。この場

合において、前条第３項中「事業計画書」とある

のは「変更後の事業計画書」と読み替えるものと

する。 

３ 市長は、前項において準用する前条第４項の規

定による通知をする場合において、当該事業計画

者が第３章及び第４章に規定する手続の全部又

は一部を行っているときは、第３章及び第４章に

規定する手続のうち事業計画者が再度実施する

必要があると認めるものを併せて通知するもの

とする。 

４ 事業計画者は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知された手続を再度実施しなければな

らない。 

 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、当該廃棄物処理

施設等の設置等をすることが関係地域の生活

環境に及ぼす影響についての調査に関して参

考となる事項 

２ 前項第５号の結果には、同項第４号の変化の程

度及び当該変化の及ぶ範囲に対する生活環境の

保全のための措置及びその予想される効果を記

載しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業計画の変更の届出） 

第９条 条例第１１条第１項の規定による届出は、

様式第５号により行うものとする。 
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（事業計画の公表） 

第１２条 市長は、第１０条第４項（第１１条第２

項において準用する場合を含む。）の規定による

通知をしたときは、第２５条の規定による通知を

するまでの間、当該事業計画書の写しを公衆の縦

覧に供しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により事業計画書の写しを

公衆の縦覧に供するときは、規則で定めるところ

により、公示しなければならない。 

３ 事業計画者は、第１０条第４項（第１１条第２

項において準用する場合を含む。）の規定による

通知を受けたときは、第２５条の規定による通知

を受けるまでの間、当該事業計画書の写しを関係

住民に閲覧させなければならない。 

４ 事業計画者は、前項の規定により閲覧させると

きは、関係地域内に閲覧の場所を設けて閲覧させ

るものとする。ただし、関係地域内に適当な閲覧

の場所を設けることが著しく困難である場合は、

第１０条第１項第３号の場所に最も近い事業計

画者の事務所で閲覧させるものとする。 

５ 前項の場合において、事業計画者は、規則で定

める事項を表示しなければならない。 

 

 

 

 

（事業計画の廃止） 

第１３条 事業計画者は、事業計画を廃止しようと

するときは、規則で定めるところにより、その旨

を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったとき

は、速やかに、規則で定めるところにより、当該

事業計画が廃止されたことを関係住民に周知す

るものとする。 

 

 

第３章 事業計画の周知 

（周知計画書） 

（事業計画の公表） 

第１０条 条例第１２条第２項の規定により公示

する事項は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 条例第１０条第１項第１号、第３号、第４号、

第５号及び第６号に掲げる事項 

⑵ 事業計画書の写しの縦覧の場所、期間及び時

間 

２ 前項の規定による公示は、次のいずれかの方法

により行うものとする。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー

ジへの掲載 

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 

３ 条例第１２条第５項の規則で定める事項は、次

に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 事業計画者の問い合わせ先 

 ⑵ 関係地域の範囲 

 ⑶ 事業計画について生活環境の保全上の見地

から意見を有する者が当該意見を記載した意

見書を提出することができること。 

⑷ 事業計画について意見書の提出があったと

きは当該意見に対する見解の周知を行うこと。 

⑸ 前４号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項 

 

（事業計画の廃止の届出） 

第１１条 条例第１３条第１項の規定による届出

は、様式第６号により行うものとする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による周知は、次の

いずれかの方法により行うものとする。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー

ジへの掲載 

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 

 

（周知計画書の提出） 
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第１４条 事業計画者は、第１０条第４項（第１１

条第２項において準用する場合を含む。）の規定

による通知を受けたときは、規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した周知計画書を

市長に提出しなければならない。 

⑴ 関係住民及び関係地域の範囲並びにその根

拠 

⑵ 第１２条第３項の閲覧に関する事項 

⑶ 第１６条第１項の説明会に関する事項 

⑷ 第１６条第２項の広告に関する事項 

⑸ 前各号に定めるもののほか、規則で定める事

項 

２ 市長は、事業計画の周知のため必要があると認

めるときは、周知計画書の修正を指示することが

できる。 

３ 市長は、前項の規定による修正の指示をしない

とき、又は前項の規定による修正の指示に対し事

業計画者が必要な修正を行ったと認めるときは、

事業計画者にその旨を通知するものとする。 

 

（周知計画の変更） 

第１５条 事業計画者は、前条第３項の規定による

通知を受けるまでの間、周知計画書に記載された

事項を変更することができる。 

２ 事業計画者は、前項の規定により周知計画書に

記載された事項を変更しようとするときは、規則

で定めるところにより、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

３ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定に

よる届出があった場合において準用する。この場

合において、前条第２項中「周知計画書」とある

のは「変更後の周知計画書」と読み替えるものと

する。 

 

（説明会の開催） 

第１６条 事業計画者は、第１４条第３項（前条第

３項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知を受けたときは、規則で定めるところによ

第１２条 条例第１４条第１項の規定による周知

計画書の提出は、様式第７号に次に掲げる書類及

び図面を添付して行うものとする。 

⑴ 関係地域、閲覧の場所及び説明会の場所を明

らかにする図面 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る書類及び図面 

２ 条例第１４条第１項第５号の規則で定める事

項は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 条例第１９条第４項に規定する見解の周知

及び条例第２１条に規定する見解の周知に関

する事項 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る事項 

 

 

 

 

 

 

（周知計画の変更の届出） 

第１３条 条例第１５条第２項の規定による届出

は、様式第８号により行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明会の開催方法等） 

第１４条 条例第１６条第１項の説明会（以下「説

明会」という。）は、説明会に参加する者の参集

の便を考慮して開催するものとする。 
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り、事業計画に関する説明会を開催しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業計画者は、前項に規定する事業計画に関す

る説明会を開催しようとするときは、あらかじめ

相当の期間、規則で定めるところにより、当該説

明会を開催することを関係住民に広告しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市長は、第１項に規定する事業計画に関する説

明会の開催の状況を把握するため必要があると

認めるときは、当該説明会に本市職員を立ち会わ

せることができる。 

 

（実施状況の報告） 

第１７条 事業計画者は、前条第１項の説明会（説

明会を２回以上開催する場合は、最後に開催され

２ 事業計画者は、説明会に参加した者に対して、

事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布

し、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明する

よう努めるものとする。 

３ 事業計画者は説明会に参加した者に対し、事業

計画について周辺地域の生活環境の保全上の見

地から意見を有する者が当該意見を記載した意

見書を提出することができること及び当該意見

書の提出があったときは当該意見に対する見解

の周知を行うことを口頭又は書面の配布により

周知するものとする。 

４ 条例第１６条第２項による広告は、次に掲げる

事項について行うものとする。 

⑴ 事業計画者の氏名及び住所（法人にあって

は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

⑵ 事業計画を作成した旨 

⑶ 事業計画書の写しの閲覧の場所、期間及び時

間 

⑷ 関係地域の範囲 

⑸ 説明会の場所及び日時 

⑹ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認

める事項 

５ 前項の規定による広告は、次の各号のいずれか

に該当する方法により行なわなければならない。 

⑴ 関係住民への印刷物の配布 

⑵ 関係地域の公共の場所の掲示板等への掲示 

⑶ 日刊新聞紙への掲載 

⑷ 前３号に定めるもののほか、市長が適当と認

める方法 

 

 

 

 

 

（実施状況報告書） 

第１５条 条例第１７条の規定による報告は、様式

第９号に次に掲げる書面及び図面を添付して行
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る説明会とする。以下同じ。）を開催したときは、

その開催の日の翌日から起算して１４日を経過

する日までに、規則で定めるところにより、市長

にその実施状況について報告しなければならな

い。 

 

 

 

第４章 合意の形成 

（意見書の提出） 

第１８条 事業計画について関係地域の生活環境

の保全上の見地から意見を有する者は、事業計画

者に自らの意見を記載した意見書を提出するこ

とができる。 

２ 前項の規定による意見書の提出は、第１６条第

１項の説明会の開催の日の翌日から起算して２

１日を経過する日までに、規則で定めるところに

より、市長に送付して行わなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による意見書の送付があっ

たときは、これを取りまとめ、事業計画者に送付

するものとする。 

 

（見解書の提出等） 

第１９条 事業計画者は、前条第３項の規定による

意見書の送付があったときは、速やかに、規則で

定めるところにより、当該意見書に記載された意

見及びこれに対する見解を記載した見解書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による見解書の提出があっ

たときは、当該見解書の写しを１４日間公衆の縦

覧に供しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により見解書の写しを公衆

の縦覧に供するときは、規則で定めるところによ

り、公示しなければならない。 

４ 事業計画者は、第１項の規定による見解書の提

出をしたときは、速やかに、規則で定めるところ

により、当該見解書に記載された自らの見解を関

係住民に周知しなければならない。 

うものとする。 

⑴ 条例第１６条第２項の規定による広告に用

いた書面又はその写し 

⑵ 説明会で配布した書類及び図面 

⑶ 説明会で交わされた質問及び回答の要旨 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書面及び図面 

 

 

（意見書の提出） 

第１６条 条例第１８条第２項の規定による意見

書の提出は、様式第１０号により行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（見解書の提出等） 

第１７条 条例第１９条第１項の規定による見解

書の提出は、様式第１１号により行うものとす

る。 

２ 条例第１９条第３項の規定による公示は、次の

いずれかの方法により行うものとする。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー

ジへの掲載 

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 

３ 条例第１９条第４項の規定による周知は、次の

各号のいずれかの方法により行うものとする。 

⑴ 関係住民への印刷物の配布 

⑵ 関係地域の公共の場所の掲示板等への掲示 

⑶ 日刊新聞紙への掲載 
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（見解に対する意見書の提出） 

第２０条 前条第１項の見解について関係地域の

生活環境の保全上の見地から意見を有する者は、

事業計画者に自らの意見を記載した意見書を提

出することができる。 

２ 前項の規定による意見書の提出は、市長が前条

第２項の規定により見解書の写しを公衆の縦覧

に供し始めた日の翌日から起算して２１日を経

過する日までに、規則で定めるところにより、市

長に送付して行わなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による意見書の送付があっ

たときは、これを取りまとめ、事業計画者に送付

するものとする。 

 

（見解に対し提出された意見書に対する見解書の

提出等） 

第２１条 事業計画者は、前条第３項の規定による

意見書の送付があったときは、速やかに、規則で

定めるところにより、当該意見書に記載された意

見及びこれに対する見解を記載した見解書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による見解書の提出があっ

たときは、当該見解書の写しを１４日間公衆の縦

⑷ 前３号に定めるもののほか、市長が適当と認

める方法 

４ 前項の周知を実施するときは、次に掲げる事項

を表示するものとする。 

⑴ 条例第１９条第１項の見解について関係地

域の生活環境の保全上の見地から意見を有す

る者が当該意見を記載した意見書を提出する

ことができること。 

⑵ 事業計画者の問合せ先 

⑶ 関係地域の範囲 

 ⑷ 第１号の意見書の提出があったときは当該

意見に対する見解の周知を行うこと。 

 ⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認

める事項 

 

（事業計画者の見解に対する意見書の提出） 

第１８条 条例第２０条第２項の規定による意見

書の提出は、様式第１２号により行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（見解に対し提出された意見書に対する見解書の

提出等） 

第１９条 条例第２１条第１項の規定による見解

書の提出は、様式第１１号により行うものとす

る。 

２ 条例第２１条第３項の規定による公示は、次の

いずれかの方法により行うものとする。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー

ジへの掲載 
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覧に供しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により見解書の写しを公衆

の縦覧に供するときは、規則で定めるところによ

り、公示しなければならない。 

４ 事業計画者は、第１項の規定による見解書の提

出をしたときは、速やかに、規則で定めるところ

により、当該見解書に記載された自らの見解を関

係住民に周知しなければならない。 

５ 事業計画者は、前項の規定により周知したとき

は、速やかに、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

 

 

 

 

 

第５章 手続の終了 

（合意の形成の判断等） 

第２２条 市長は、第１８条第２項の規定による意

見書の送付がなかったとき、第２０条第２項の規

定による意見書の送付がなかったとき、又は前条

第５項の規定による届出があったときは、第１７

条の規定による報告、第１８条第１項に規定する

意見書、第１９条第１項に規定する見解書、第２

０条第１項に規定する意見書、第２１条第１項に

規定する見解書、次項の規定により提出される資

料又は意見書等を勘案し、合意の形成について、

次のいずれに該当するかを判断するものとする。 

⑴ 合意の形成が図られているとき。 

⑵ 第２章から第４章までに規定する手続を事

業計画者が適正に実施しておらず、合意の形成

が図られていないとき。 

⑶ 第２章から第４章までに規定する手続を事

業計画者が適正に実施したが、合意の形成が図

られていないとき。 

２ 市長は、前項の規定による判断をする場合にお

いて、必要があると認めるときは、事業計画者又

は関係住民に対し資料又は意見書の提出を求め

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 

２ 条例第２１条第４項の規定による周知は、次の

各号のいずれかの方法により行うものとする。 

⑴ 関係住民への印刷物の配布 

⑵ 関係地域の公共の場所の掲示板等への掲示 

⑶ 日刊新聞紙への掲載 

⑷ 前３号に定めるもののほか、市長が適当と認

める方法 

３ 前項の周知を実施するときは、次に掲げる事項

を表示するものとする。 

 ⑴ 事業計画者の問合せ先 

 ⑵ 関係地域の範囲 

 ⑶ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認

める事項 

 

（合意の形成の判断に係る周知） 

第２０条 条例第２２条第４項（条例第２３条第４

項において準用する場合を含む。）の規定による

周知は、次のいずれかの方法により行うものとす

る。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー

ジへの掲載 

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 
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ることができる。 

３ 市長は、第１項の規定による判断をする場合に

おいて、必要があると認めるときは、調整委員（第

２６条第１項に規定する姫路市廃棄物処理施設

設置等調整委員をいう。以下同じ。）の意見を聴

くことができる。 

４ 市長は、第１項の規定による判断をしたとき

は、その判断の結果を事業計画者に通知するとと

もに、規則で定めるところにより、関係住民に周

知するものとする。 

５ 市長は、前項の規定により、事業計画者に第１

項第２号に該当する旨の通知をするときは、第２

章から第４章までに規定する手続のうち当該事

業計画者が再度実施する必要があると認められ

るものを併せて通知するものとする。 

６ 事業計画者は、前項の規定による通知を受けた

ときは、通知された手続を適正に実施しなければ

ならない。ただし、次条第１項又は第２項の規定

による請求があった場合は、この限りでない。 

 

（再判断の請求） 

第２３条 前条第１項の規定による判断に不服が

ある事業計画者は、同条第４項の規定による通知

を受けた日の翌日から起算して１４日を経過す

る日までに、規則で定めるところにより、市長に

再度判断することを求めること（以下「再判断の

請求」という。）ができる。 

２ 前条第１項の規定による判断に不服がある関

係住民は、同条第４項の規定による周知が開始さ

れた日の翌日から起算して２１日を経過する日

までに、規則で定めるところにより、再判断の請

求ができる。 

３ 市長は、前２項の規定による再判断の請求があ

った場合は、第１７条の規定による報告、第１８

条第１項に規定する意見書、第１９条第１項に規

定する見解書、第２０条第１項に規定する意見

書、第２１条第１項に規定する見解書、前条第２

項（次項において準用する場合を含む。）の規定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再判断の請求等） 

第２１条 条例第２３条第１項及び第２項の規定

による再判断の請求は、様式第１３号により行う

ものとする。 
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により提出される資料又は意見書等を勘案し、合

意の形成について、次のいずれに該当するかを判

断するものとする。 

⑴ 合意の形成が図られているとき。 

⑵ 第２章から第４章までに規定する手続を事

業計画者が適正に実施しておらず、合意の形成

が図られていないとき。 

⑶ 第２章から第４章までに規定する手続を事

業計画者が適正に実施したが、合意の形成が図

られていないとき。 

４ 前条第２項から第６項までの規定は、前項の規

定による判断をする場合において準用する。この

場合において、前条第２項中「前項」とあるのは

「次条第３項」と、「場合において、必要がある

と認めるとき」とあるのは「とき」と、「事業計

画者又は関係住民に対し資料又は意見書の提出

を求めることができる」とあるのは「事業計画者

及び関係住民の意見を聞かなければならない」

と、同条第３項中「第１項」とあるのは「次条第

３項」と、「場合において、必要があると認める

とき」とあるのは「とき」と、「聴くことができ

る」とあるのは「聴かなければならない」と、同

条第４項中「第１項」とあるのは「次条第３項」

と、同条第５項中「第１項」とあるのは「次条第

３項」と、同条第６項中「適正に実施しなければ

ならない。ただし、次条第１項又は第２項の規定

による請求があった場合は、この限りでない」と

あるのは「適正に実施しなければならない」と読

み替えるものとする。 

 

（意見の調整） 

第２４条 事業計画者及び関係住民は、第２２条第

１項の規定による同項第３号に該当する旨の通

知及び周知があった場合であって前条第１項若

しくは第２項の規定による再判断の請求がなか

ったとき、又は同条第３項の規定による同項第３

号に該当する旨の通知及び周知があったときは、

市長が定める日の翌日から起算して１４日を経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（意見の調整の申出書等） 

第２２条 条例第２４条第１項の規定による意見

の調整の申出は、様式第１４号により行うものと

する。 

２ 条例第２４条第２項、第５項、第６項又は第８

項の規定による周知は、次のいずれかの方法によ

り行うものとする。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー
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過する日までに、規則で定めるところにより、市

長に意見の調整を行うよう申し出ることができ

る。 

２ 市長は、前項の市長が定める日を定めたとき

は、事業計画者に対しこれを通知するとともに、

規則で定めるところにより、関係住民に周知する

ものとする。 

３ 第１項の規定による申出は、意見の調整の目的

となる事項を示して行わなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による申出を受けたとき

は、必要に応じて調整委員の意見を聴き、意見の

調整を行うものとする。 

５ 市長は、第１項の規定による申出を事業計画者

から受けたときは、その旨を事業計画者及び事業

計画者が意見の調整においてその相手方としよ

うとする関係住民に通知するとともに、規則で定

めるところにより、関係住民に周知するものとす

る。 

６ 市長は、第１項の規定による申出を関係住民か

ら受けたときは、その旨を当該申出をした者及び

事業計画者に通知するとともに、規則で定めると

ころにより、関係住民に周知するものとする。 

７ 市長は、市長が行う意見の調整に事業計画者又

は関係住民が協力しないとき、紛争の解決又は合

意の形成の見込みがないと認めるときその他意

見の調整を行うことが適当でないと認めるとき

は、意見の調整を打ち切ることができる。 

８ 市長は、市長が行う意見の調整により合意の形

成が図られたと認められるとき又は前項の規定

により意見の調整を打ち切ったときは、その旨を

事業計画者及び当該意見の調整を行うよう申し

出た者に通知するとともに、規則で定めるところ

により、関係住民に周知するものとする。 

 

（終了の通知等） 

第２５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、その該当事実を事業計画者に通知すると

ともに、規則で定めるところにより、関係住民に

ジへの掲載 

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（終了に係る周知） 

第２３条 条例第２５条の規定による周知は、次の

いずれかの方法により行うものとする。 

⑴ 市が開設するインターネットのホームペー
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周知するものとする。 

⑴ 市長が第２２条第１項の規定による同項第

１号に該当する旨の通知をした場合において、

第２３条第１項又は第２項の規定による再判

断の請求がないとき。 

⑵ 市長が第２２条第１項の規定による同項第

３号に該当する旨の通知をした場合において、

第２３条第１項又は第２項の規定による再判

断の請求及び第２４条第１項の規定による申

出がないとき。 

⑶ 市長が第２３条第３項の規定による同項第

１号に該当する旨の通知をしたとき。 

⑷ 市長が第２３条第３項の規定による同項第

３号に該当する旨の通知をした場合において、

第２４条第１項の規定による申出がないとき。 

⑸ 市長が第２４条第８項の規定による通知を

したとき。 

 

第６章 姫路市廃棄物処理施設設置等調整委員 

（姫路市廃棄物処理施設設置等調整委員） 

第２６条 市長は、廃棄物処理施設等の設置等に係

る手続の適正化並びに紛争の予防及び調整に関

する重要事項について調査をさせるため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７４条第１

項の規定に基づき、姫路市廃棄物処理施設設置等

調整委員を置くことができる。 

２ 調整委員は、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

⑴ 生活環境の保全のための大気質、騒音、振動、

悪臭、水質又は地下水に関する学識経験を有す

る者 

⑵ 生活環境の保全のための廃棄物の処理に関

する学識経験を有する者 

⑶ 法律に関する学識経験を有する者 

 

第７章 雑則 

（進捗状況等の公表） 

第２７条 市長は、規則で定めるところにより、こ

ジへの掲載 

⑵ 告示 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認

める方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（進捗状況等の公表） 

第２４条 条例第２７条の規定による手続の進捗
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の条例に規定する手続の進捗状況等について公

表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（勧告） 

第２８条 市長は、事業計画者が正当な理由がなく

この条例に規定する手続の全部若しくは一部を

行わず、又は不正若しくは不誠実な方法によりこ

れを行ったと認めるときは、当該事業計画者に対

し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告

状況等についての公表は、次に掲げる手続が行わ

れた場合に行うものとする。 

⑴ 条例第７条第１項の規定による事前相談票

の提出 

⑵ 条例第８条第１項の規定による事前相談の

変更の届出 

⑶ 条例第９条の規定による事前相談の廃止の

届出 

⑷ 条例第１０条第１項の規定による事業計画

書の提出 

⑸ 条例第１１条第１項の規定による事業計画

の変更の届出 

⑹ 条例第１４条第１項の規定による周知計画

書の提出 

⑺ 条例第１５条第１項の規定による周知計画

の変更の届出 

⑻ 条例第１７条の規定による説明会の実施状

況の報告 

⑼ 条例第１８条第１項の規定による意見書の

提出 

⑽ 条例第２０条第１項の規定による意見書の

提出 

⑾ 条例第２１条第５項の規定による周知を終

了した旨の届出 

⑿ 条例第２３条第１項又は第２項の規定によ

る再判断の請求 

⒀ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認

める手続 

２ 前項の規定による公表は、市が開設するインタ

ーネットのホームページへの掲載により行うも

のとする。 
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することができる。 

 

（指導及び助言） 

第２９条 市長は、必要があると認めるときは、こ

の条例に規定する手続に関し、事業計画者又は関

係住民に対し指導及び助言を行うことができる。 

 

（協力依頼） 

第３０条 市長は、この条例の施行のため必要があ

ると認めるときは、関係機関の長その他の者に照

会し、又は協力を求めることができる。 

 

（適用除外） 

第３１条 第１２条及び第３章から第５章までの

規定は、次に掲げる事業計画者については適用し

ない。この場合において、第５条中「第２章から

第５章までに規定する手続」とあるのは「第２章

に規定する手続」と、「第２５条の規定による通

知」とあるのは「第１０条第４項（第１１条第２

項において準用する場合を含む。）の規定による

通知」とする。 

⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

１１条第１項の規定により都市計画に定めら

れた廃棄物処理施設等の設置等を行う事業計

画者 

⑵ 自ら排出する廃棄物を処理するためにその

排出する場所において廃棄物処理施設等の設

置等（政令第５条第１項に規定するごみ処理施

設（焼却施設に限る。）及び第２項に規定する

一般廃棄物の最終処分場並びに政令第７条第

３号、第５号、第８号及び第１１号の２から第

１４号までに掲げる産業廃棄物処理施設を除

く廃棄物処理施設等に係るものに限る。）を行

う事業計画者 

⑶ 廃棄物処理施設等の設置等（政令第５条第１

項に規定するごみ処理施設（焼却施設に限る。）

及び第２項に規定する一般廃棄物の最終処分

場並びに政令第７条第３号、第５号、第８号及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適用除外） 

第２５条 条例第３１条第３号に規定する規則で

定めるものは、処理能力が増加しない施設の更新

又は変更に係るものであって、生活環境への負荷

を増大させないことが明らかなものとする。 

２ 条例第３１条第４号に規定する規則で定める

ものは、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

⑴ 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄

物を取り扱わないこと。 

⑵ 機械設備等を用いて廃棄物の選別等を行わ

ないこと。 

⑶ 建物内で廃棄物の積替えのための保管を行

うこと。 

３ 条例第３１条第５号に規定する規則で定める

ものは、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

⑴ 機械設備等を用いて解体作業を行わないこ

と。 

⑵ 建物内で解体作業を行うこと。 
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び第１１号の２から第１４号までに掲げる産

業廃棄物処理施設を除く廃棄物処理施設等に

係るものに限る。）を行う事業計画者であって

規則で定めるもの 

⑷ 廃棄物の積替えのための保管を行う事業計

画者であって規則で定めるもの 

⑸ 自動車リサイクル法第２条第１３項に規定

する解体業を行う事業計画者であって規則で

定めるもの 

 

（委任） 

第３２条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に事業計画者が廃棄物処理

施設等の設置等に係る事前協議手続を開始して

いると市長が認めるときは、当該事業計画者の当

該事前手続に係る第５条各号の申請又は届出に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補則） 

第２６条 この規則に定めるもののほか、条例の施

行に必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年１０月１日から施行す

る。 

 

   附 則 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。た

だし、第１０条第３項第３号、第１４条第１項並び

に第１７条第４項第１号及び第４号の改正規定並

びに様式第１号から様式第１４号までの改正規定

（「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部

分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 

 


